
問い合わせ先　市民課市民年金係　☎0968（25）7211、各総合支所民生課国 民 年 金 情 報

　国民年金第１号被保険者の老齢基礎年金に、さらに上乗
せできる公的な個人年金制度として「国民年金基金」があ
ります。
メリット
・加入時の掛金は60歳まで変わりません。
・経済状況に応じて途中での口数の増減もできます。
・ 掛金は全額、社会保険料控除の対象となりますので、確
定申告により税金が軽減されます。
・加入時に将来の年金額が分かります。
・ 年金は終身年金が基本ですので、一生涯受給できます。
・受け取る年金は公的年金控除の対象となります。
・ 万が一のときには、遺族一時金が支給されます。（Ｂ型
は除く）
受け取る年金月額

加入するときの年齢 １口目の
年金月額

２口目以降の
年金月額

20歳０月から
35歳０月まで 20,000 円 10,000 円

35歳１月から
45歳０月まで 15,000 円

5,000 円45歳１月から
50歳０月まで 10,000 円

※ １口目（終身年金）の年金月額は、Ａ型、Ｂ型ともに同
額です。
※ ２口目以降の年金月額に口数を乗じた額が１口目の年金
に加算されます。
※ 50歳１月以降に加入する人の年金額は、加入時年齢（月
単位）によって異なります。

　対象となる人には、お住まいを管轄する年金事務所から
７月上旬までに「現況届」が送付されますので、必要事項
を記入し、7月末日までに市民課または各総合支所民生課
市民税務係窓口へ提出してください。なお、現況届に併せ
て診断書を提出しなければならない場合には、現況届欄の
ある診断書が送られてきますので、医師に記入してもらい
期限までに提出してください。
　疾病によっては、レントゲンフィルムや心電図などの添
付を必要とすることがあります。
　上記の年金を受け始めてから１年以内の人、年金が全額
支給停止となっている人、および障害基礎年金の額が障が
いの程度が変わったことにより改定されてから１年以内の
人は、現況届を提出する必要はありませんので、現況届は
送付されません。

　自分で記入できないため、親族など代理の人が記入する
場合は、受給権者の欄などをもれなく記入し、「代理人署名
欄」に代筆者の氏名・住所を記入してください。
※ 住民基本台帳ネットワークにより現況が確認された人に
ついても「所得状況届」が送付されるので、同様に提出
が必要です。

７種類の給付の型をご自分の将来設計に合わせて
加入できます。
　老齢基礎年金は繰り上げ受給を除き 65歳から受給開始
となりますが、国民年金基金の２口目には、60歳から受給
できる年金が３種類あります。

加入する型 受取り期間 保証期間 遺族一時金

１口目
Ａ型 65歳から一生涯 80歳まで15年間 あり

Ｂ型 65歳から一生涯 保証期間なし なし

２口目
以降

Ａ型 65歳から一生涯 80歳まで15年間 あり

Ｂ型 65歳から一生涯 保証期間なし なし

Ⅰ型 65歳～ 80歳 80歳まで15年間 あり

Ⅱ型 65歳～ 75歳 75歳まで10年間 あり

Ⅲ型 60歳～ 75歳 75歳まで15年間 あり

Ⅳ型 60歳～ 70歳 70歳まで10年間 あり

Ⅴ型 60歳～ 65歳 65歳まで５年間 あり

※ 50歳１月以降に加入する人は、Ⅳ型およびⅤ型には加入
できません。
※詳しくは熊本県国民年金基金までお問い合わせください。

問い合わせ先　熊本県国民年金基金
　　　　　　　☎ 096（387）2220

国民年金基金に加入して年金を増やしませんか！　

7月は障害基礎年金の現況届提出月です！　
( 対象者 ) 障害基礎年金の受給者で
○ 20歳前に初診日のある障がいにより年金を受けている人
（年金証書の年金コード上２桁が 63の人）例　年金コード「６３５０」
○旧国民年金法による障害福祉年金からの移行（裁定替え）により年金を受けている人
（年金証書の年金コード上２桁が 26の人）例　年金コード「２６５０」
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普通交付税のはなし
問い合わせ先　財政課　☎ 0968（25）7205

菊池市の一般会計収入の約３割を占めている
普通交付税について説明します。
（広報きくち５月号参照）
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